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次

ペ
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発
行
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１

○
知
事
の
権
限
に
属
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
及
び
療
育
手
帳
の
交
付
に

　

関
す
る
事
務
を
福
祉
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１

　
　
公
営
企
業
管
理
規
程

○
秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
四
・
公
営

　

企
業
課
）
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１

　

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
る
。

　

第
五
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

第
四
条　
活
力
あ
る
農
村
集
落
づ
く
り
推
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
六
条

総
合
政
策
課
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農
村
の
集
落
の
活
性

化
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

　

第
四
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
所
掌
事
務
）
」
を
付
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
予
防
推
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則

第
七
条
第
一
項
健
康
推
進
課
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

　

第
七
条
及
び
第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
七
条
と
し
、
第
十
条
を
第
八

条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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知
事
の
権
限
に
属
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
及
び
療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す

る
事
務
を
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
に
委
任
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
及
び
療
育
手
帳
の
交
付
に

　
　
　

関
す
る
事
務
を
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
に
委
任
す
る
規
則

　

（
事
務
の
委
任
）

第
一
条　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

所
長
に
委
任
す
る
。

　

一　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第

十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

　

二　

療
育
手
帳
（
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
、
児
童
相
談

所
又
は
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
知
的
障
害
と
判
定
さ
れ
た
者
に

対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
帳
で
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
そ
の
他
の
事
項

の
記
載
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
交
付

　

（
報
告
の
義
務
）

第
二
条　
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
、
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

　
　
　

秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

七　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て

い
る
職
員

　

第
二
十
条
第
五
項
中
「
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
」
を
削
り
、

「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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